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しまぎんインターネットバンキング＜個人＞利用規定
第１条　しまぎんインターネットバンキング＜個人＞
１．しまぎんインターネットバンキング＜個人＞とは

しまぎんインターネットバンキング＜個人＞ （以下「本サービス」といい
ます）とは、契約者ご本人（以下「お客様」といいます）がパーソナルコ
ンピューター（以下「パソコン」といいます）または携帯電話機（以下「モ
バイル機器」といいます）を通じて、インターネット等を介して当行に次
の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。

　（１）残高照会、入出金明細照会
　（２）振込・振替取引
　（３）税金・各種料金払込
　（４）定期預金の預入・解約・明細照会
２．利用資格

当行所定の申込書（以下「申込書」といいます）により本サービスをご契
約いただける、普通預金口座をお持ちの個人の方で、当行所定の基準を満
たす方を利用資格者とします。非居住者は、本サービスをご利用できませ
ん。なお、お客様は本規定を承認したうえで、自らの判断と責任において
本サービスを利用することに同意することとします｡

３．取引指定口座の届出
　（１）お客様は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面

により届出ください｡
①代表口座

各種照会、基本契約料、振込・振替資金、振込手数料、定期預金預入
時等の引落口座としてお客様が指定した、ご本人名義の普通預金口座

（総合口座、しまぎんインターネット普通預金を含む）とします｡
②利用口座

各種照会、振込・振替資金、振込手数料等の引落口座としてお客様が
指定した、「代表口座」と同一店のご本人名義の普通預金口座（総合
口座、しまぎんインターネット普通預金を含む）、または貯蓄預金口
座とします｡

　（２）お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えること
はできません｡

　（３）取引指定口座（「代表口座」除く）の追加 ･ 削除については、当行所
定の書面により届出くだざい｡

４．使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
また本サービスの利用に必要となるパソコンやモバイル機器および回線等
の使用環境は、お客様が自己の負担において準備するものとします。

５．利用時間
本サービスにおける取扱日 ･ 取扱時間は当行所定の日・時間内とします。
但し、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があり
ます｡

６．資金の引落し
　（１）お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」より資金の引落し

を行う取引については、本規定第３条第２項により取引依頼が確定した
場合、当行はその資金および手数料等を、振込・振替指定日または定期
預金の預入日当日にお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」
より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出を受け
ることなく引落すこととします｡

　（２）前号の引落しが行われなかった場合（残高不足のほか、支払口座が解
約済みの場合、お客様から支払停止の届出がある場合、ローンの延滞、
差押え等による支払停止等を含みます）は、お客様からの取引依頼はな
かったものとします。

　（３）本サービスの「代表口座」および「利用口座」から同日に数件の引落
し（本サービス以外による引落しも含みます）をする場合に、その総額
が「代表口座」および「利用口座」より引落すことのできる金額を超え
るとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。

７．基本契約料
　（１）本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本契約料（消費税等を

含む、以下同じ）をいただきます。なお、振込手数料（消費税等を含む、
以下同じ）は別途必要です。

　　この場合、当行は当該契約料を各種預金規定にかかわらず、通帳および
払戻請求書の提出なしに、お客様が当行所定の方法にて当行に届出た「代
表口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。

　（２）当行はこの基本契約料およびその支払方法をお客様に事前に通知する
ことなく変更する場合があります｡ 基本契約料以外の本サービスに係る
諸手数料についても、新設または改定する場合があります。

　（３）口座振替による基本契約料の引落しの取扱いについては、請求書、領
収書等の発行はいたしません。

第２条　本人確認
本サービスのご利用に際し、お客様ご本人の確認は次の方法により行うもの
とします。
１．パスワード等の設定

取引時に「ログインパスワード」、「確認用パスワード」および「ログイン
ＩＤ」（以下「パスワード等」といいます）の３種類のパスワードを使用
します。ログインパスワードはお客様が申込書に記載されたパスワードと

し、確認用パスワードは当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知するも
のとします。なお、ログインＩＤは、お客様がインターネットバンキング
を初めて利用する際（サービス開始登録時）に、任意のＩＤを取得するも
のとします。
また、お客様が申込書に記載されたログインパスワードと後日郵送する確
認用パスワードは、サービス開始登録後初回ログイン時にお客様の任意の
パスワードに変更していただきます。

２．本人確認手続き
お客様がインターネットバンキングを利用する場合は、ログインＩＤとロ
グインパスワードを当行の指定する方法により正確に送信してください。
受信したログインＩＤ、ログインパスワードが、あらかじめ登録いただい
ているログインＩＤ、ログインパスワードと一致した場合、当行は送信者
をお客様ご本人とみなします。
また、残高照会、入出金明細照会以外のサービスをご利用の場合は、さら
に確認用パスワードによりお客様の意思確認を行ないます。
なお、モバイル機器の場合はログインＩＤに代えて電話機の識別番号を使
用してログインパスワードとともに本人確認を行ないます。

３．パスワード等の管理
本条第１、２項における本人確認で使用するパスワード等は、他人に教え
たり、紛失・盗難に遭わないよう、お客様自らの責任において厳重に管理
してください。安全性を高めるため、パスワード等は定期的に変更してく
ださい。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかにお客様から当行に
届出てください。
当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、
お客様がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当
行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。

第３条　取引の依頼
１．取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、本規定第２条に従った本人確認の終了後、
お客様が取引に必要な所定項目を当行の指定する方法により正確に当行に
伝達することで、取引を依頼するものとします。

２．取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、お客様に依頼内容を確
認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認し
た旨を回答してください。

３．依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、お客様が当行所定の方法により行うものと
します。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができ
ないことがあります。

第４条　取引内容の確認
１．当行が取引依頼を受付けた場合は、届出の電子メールアドレスに受付番

号等を記載した電子メールを送信しますので、取引内容の確認を行ってく
ださい。

２．本サービスご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預払機で預金
通帳に記帳、本サービスの「振込 ･ 振替依頼内容照会」、「定期預金明細照
会」等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等
に依頼内容との相違がある場合は、その旨を当行に連絡してください。

３．本サービスによる取引内容について、お客様と当行との間で疑義が生じ
た場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。

第５条　取引の内容
１．照会

本サービスでは、お客様の依頼に基づき、お客様の指定する「代表口座」、「利
用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、口座残高の照会、入出金
明細の照会を行うことができます。
お客様からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金明
細を証明するものではなく、口座の取引内容に変更または取消があった場
合には、当行はお客様に通知することなく、回答済みの口座情報を変更ま
たは取消を行うことがあります。このような変更または取消のために生じ
た損害について、当行は責任を負いません。

２．振込・振替
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、「代表口座」または「利用口座」（以
下「支払口座」といいます）から、お客様が指定した金額を引落しのうえ、
お客様が指定した当行本支店、または当行以外の金融機関の預金口座（以
下「振込・振替先口座」といいます）に入金を行ないます。

　（１）振込・振替の取扱
①支払口座と振込・振替先口座が同一店内の同一名義の場合は「振替」

として取扱います。
②支払口座と振込・振替先口座の名義人が異なる場合、あるいは取引店

が異なる当行本支店、または当行以外の金融機関の場合は、「振込」
として取扱います。

　（２）振込・振替指定日
振込・振替指定日は、本サービス依頼日当日から30営業日後までの間で
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指定することができます。
　（３）振込手数料

振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
なお、請求書、領収書等の発行はいたしません。

　（４）振込・振替資金の引落
当行は、本規定第３条第２項により振込・振替依頼が確定した場合、振
込・振替資金、振込手数料を振込・振替指定日当日にお客様の指定した
支払口座から引落すものとします。

　（５）取扱時間
振込・振替の手続きは当行所定の時間内に、当行所定の方法により行い
ます。

　（６）取引限度額
振込・振替における１支払口座１日あたりの取引限度額は、当行所定の
金額の範囲内とし、その金額の範囲内でお客様が任意に設定できるもの
とします。１日あたりの取引限度額とは、振込・振替依頼受付日基準で、
当日扱いの金額と翌営業日扱いの金額を合算したものとします。
なお、取引限度額を超えた取引依頼の場合、当行は全額について取引を
実行する義務を負いません。

　（７）依頼内容の取消
①当日日付の振込・振替の場合、依頼内容の取消はできません。
②翌営業日以降を振込・振替指定日とした場合は、振込・振替指定日の

前営業日の取扱時間までは、お客様はパソコン、モバイル機器を用い
て取消を行うことができます。

　（８）振込・振替先口座へ入金できない場合の取扱
振込・振替先口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が
返却された場合には、振込資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、（３）の振込手数料は返却いたしません。

　（９）組戻し・振込内容の変更
①振込・振替依頼が確定した後の組戻し・振込内容の変更はパソコン、

モバイル機器から操作できません。
　やむを得ず組戻し・振込内容の変更が必要な場合は、支払口座のある

当行本支店へ書面により依頼するものとし、当行所定の方法で手続き
を行ないます。

　また、組戻しの場合は当行所定の組戻し手数料（消費税等含む、以下
同じ）を支払口座から引落しさせていただきます。

②組戻しにより、振込先金融機関から返却された資金は、当該資金を引
落した支払口座に入金します。なお、この場合、（３）の振込手数料
は返却いたしません。

③振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しが
できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してく
ださい。

　（10）依頼内容の照会
お客様の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関
から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容に
ついてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答し
てください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切
な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任
を負いません。

３．税金・各種料金払込
　（１）本サービスでは、払込資金を引落口座としてお客様が指定した支払口

座から払込資金を引き落とし、当行所定の収納機関に対し、税金、手数
料、料金等（以下「料金等」といいます。）の払込を行ないます。

　（２）料金等払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従って
ください｡

　（３）お客様のパソコン、モバイル機器において、収納機関から通知された
収納機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定の事
項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会
を当行に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等
において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法
として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報
または納付情報が本サービスに引き継がれます。

　（４）前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果としてお客様のパソコ
ン、モバイル機器の画面に表示される納付情報または請求情報を確認し
たうえで、お客様の口座番号、パスワード等、当行所定の事項を正確に
入力してください。

　（５）当行で受信したお客様の口座番号およびパスワード等と届出のお客様
の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、お客様のパ
ソコン、モバイル機器の画面に申込しようとする内容が表示されますの
で、お客様はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込の申
込みを行ってください。

　（６）料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申
込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落としたときに成立する
ものとします。

　（７）次の場合には料金等払込を行うことができません。
①停電、故障等により取り扱いできない場合。
②申込内容に基づく払込金額が、手続時点においてお客様の口座より払

い戻すことのできる金額（貸越契約があるときは貸越可能残高を含み
ます。）を超える場合。

③１日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合。
④お客様の口座が解約済みの場合。
⑤お客様の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所

定の手続を行った場合。
⑥差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合。
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができな

い場合。
⑧当行所定の回数を超えてパスワード等を誤ってお客様のパソコン、モ

バイル機器に入力した場合。
⑨その他当行が必要と認めた場合。

　（８）料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内
としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時
間内でも利用ができないことがあります。

　（９）料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回
することができません。

　（10）当行は、料金等払込にかかる領収書（領収証書）を発行いたしません。
　　収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの

結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合
わせください。

　（11）収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
　（12）当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った

場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サー
ビスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手
続きを行ってください。

４．定期預金取引
　（１）新規口座開設

本サービスでは、お客様の依頼に基づき、事前に登録されたお客様本人
名義の普通預金（代表口座）の店舗に新規口座を開設し、「定期預金利
用口座」として登録します。

　（２）預入
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、普通預金（代表口座）から出
金して、定期預金への預入を行います。
①預入日

本サービス依頼日の翌営業日から５営業日後まで指定できます。
②適用金利

定期預金預入日の金利を適用します。
③マル優定期

マル優定期預金はお取扱い出来ません。
　（３）解約

本サービスでは、お客様の依頼に基づき、定期預金の解約を行います。
①自動解約

定期預金の預入時に、満期時取扱いを「自動解約」指定することによ
り、満期日に定期預金を自動解約し、元金および利息を普通預金（代
表口座）へ入金します。

② 中途解約
満期未到来の定期預金について、定期預金払出操作を行うことにより、
本サービス依頼日の翌営業日に中途解約利率により解約し、元金およ
び利息を普通預金（代表口座）へ入金します。

　（４）依頼内容の取消し
預入日、または解約日の前日の取扱時間までは、依頼内容の取消を行う
ことができます。

　（５）明細照会
本サービスでは、預入日の翌営業日以降、お客様の依頼に基づき、登録
されている定期預金口座の明細照会を行うことができます。

第６条　取引の追加
本サービスに今後追加される取引について、お客様は新たな申込なしに利用
できるものとします。
ただし、当行が指定する一部の取引についてはこの限りではありません。

第７条　通知 ･照会等の連絡先
１．当行は取引依頼を受付けた場合、お客様に対しその取引内容を電子メー

ルにて通知します。
　その場合の電子メールの送信先は、あらかじめ届出のあった電子メールア

ドレスとします。
　電子メールアドレスの届出がない場合や変更の届出がなかったために、当

行からの通知が到着しなかった場合に生じた損害について、当行は責任を
負いません。

２．依頼内容に関し、当行からお客様に照会する場合には、届出のあった住
所、電話番号を連絡先とします。

　連絡先届出の不備または不在、電話回線の不通等によって通知・照会がで
きなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第８条　届出事項の変更等
１．印鑑、氏名、住所、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規

定およびその他の取引規定に従い、直ちに書面によって当行に届出てくだ
さい。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。

２．前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が
延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着した
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ものとみなします。
３．本サービスの届出印は、「代表口座」の届出印とするので改印により代

表口座の届出印が変更となった場合、本サービスの届出印も変更されたも
のとします。

第９条　免責事項等
１．本サービス申込の際にお客様が申込書に押印した「代表口座」および「利

用口座」の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって
照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、
偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当
行は責任を負いません。

２．本規定第２条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じ
たうえは、利用者をお客様とみなし、パスワード等、資金の引落し口座等
に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行
は責任を負いません。

３．通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、
これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

　（１）当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じ
たにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または
回線工事等のやむを得ない事由があった場合。

　（２）災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等
のやむを得ない事由があった場合。

　（３）公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通
信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でト
ラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様の
パスワード等や取引情報等が漏洩したとき。

　（４）郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき。
　（５）当行の責によらないパソコン、モバイル機器、通信回線等の障害なら

びに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。
　（６）当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

第１０条　解約等
１．都合解約

本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約すること
ができます。ただし、お客様からの解約の場合は、当行に所定の書面を提
出し、当行所定の手続きをとるものとします。

２．解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の氏名、住所に解約
の通知を行います。
その場合に、その通知が氏名、住所変更等の事由によりお客様に到着しな
かったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

３．代表口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約さ
れたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サー
ビスはすべて解約されたものとみなします。

４．サービスの停止
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様
に事前に通知することなく全部または一部のサービスの提供を停止するこ
とができます。

　（１）６ヶ月以上相当期間にわたり本サービスの利用がない場合。
　（２）本条第５項に記載の事由に準じた事由が生じた場合。
５．サービスの強制解約

お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様
に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。

　（１）相続の開始があったとき。
　（２）支払の停止または破産、民事再生の申立があったとき。
　（３）手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
　（４）当行に支払うべき所定の基本契約料、手数料等の未払い等が生じた場

合。
　（５）お客様が住所変更等の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によっ

て、当行においてお客様の所在が不明となったとき。
　（６）当行から郵送する「しまぎんインターネットバンキングご利用開始の

お知らせ」等が郵送不能等の理由により返却されたとき。
　（７）お客様ご本人以外の第三者によるアクセスが判明した場合。
　（８）本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合。
６．基本契約料の払戻し

契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合で
も、基本契約料は一切払戻しいたしません。

第１１条　関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引
規定、各種カードローン規定等の各規定により取扱います。

第１２条　契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日としま
す。
当初契約期間は契約日から起算して１年間とし、お客様または当行から特に
申し出がない限り、契約期間満了の日から１年間継続されるものとします。

継続後も同様とします。

第１３条　規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、
任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うも
のとします。

第１４条　譲渡質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスにもとづくお客様の権利および預金等の譲渡・
質入れ等はできません。

第１５条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必
要が生じた場合には、当行本店または「代表口座」開設店の所在地を管轄す
る裁判所を管轄裁判所とします。

第１６条　協議事項
本規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、別途協議して当該取扱方法
を定めるものとします｡

平成24年１月改定


